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【妊婦健診実施機関の方へ】令和８年度平塚市妊婦健康診査の費用助成について 

 

１ 平塚市助成額の増額について 

  妊婦健康診査（１４回）の受診に係る費用助成額について、令和８年４月１日以降に妊

娠届出をした方から合計１１万１千円に増額します。 

  なお、令和８年３月３１日までに妊娠届出をした方については、従来どおり合計１０万

円の助成といたします。 

 

２ 補助券から受診券への帳票変更について 

妊婦健康診査の実施に係る適正化については、国及び県が推進しており、本市におきま

しても、令和８年７月１日以降の妊娠届出分から、従来の補助券から「受診券」の交付に変

更いたします。 

受診券化の趣旨から、本来であれば追加補助券を廃止するべきですが、県内の妊婦健康

診査の費用が統一化されていない現状をふまえ、本市においては、妊婦の利便性を考慮し、

追加補助券を引き続き発行する形で運用いたします。 

なお、受診券への移行にあたりまして、妊娠届出をした時期により、妊婦が所有する券

の種類及び金額の内訳が異なります。移行が完了するまでの間、本市の妊婦が所有する券

の組み合わせについては、次の３通りのパターンがございますので、実施機関の皆様にお

かれましては、御多忙のなか大変恐縮でございますが、ご対応くださるようどうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

妊娠届出の時期 

（母子健康手帳の交付時期） 
健康診査 14回の内訳 追加補助券 

令和 8年 3月 31日まで 

 

【補助券】 

合計 100,000円 

1回目      16,000円 

6回目      5,000円 

2～5、7～10回目 4,000円 

11～14回目    3,000円 

5,000円券 2枚 

1,000円券 25枚 

※母子健康手帳別冊とは別

に追加補助券の冊子を配布 

令和 8年 4月 1日から 

令和 8年 6月 30日まで 

 

【補助券】 

合計 111,000円 

1回目      16,000円 

6回目      5,000円 

2～5・7～10回目 4,000円 

11～14回目    3,000円 

5,000円券 2枚 

1,000円券 36枚 

※母子健康手帳別冊とは別

に追加補助券の冊子を配布 

令和 8年 7月 1日以降 

 

【受診券】 

合計 111,000円 

1回目      20,000円 

4、8回目    10,000円 

2～3、5～7、 

9～14回目       5,000円 

1,000円券 16枚 

※母子健康手帳別冊の中に

綴り、かつ、複写式の券に

仕様を変更 
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３ 受診券の使用方法について 

  受診券の使用につきましては、次のとおりご対応くださるようお願い申し上げます。基

本的な使用方法は、従来の補助券から大きな変更はございませんが、あらためてご確認く

ださるようお願いいたします。 

  なお、妊婦が持参する『平塚市母子健康手帳別冊』にも、以下と同様の内容を「医療機関

の方へ」のページにおいて掲載しておりますので、あらかじめご承知おきください。 

 

 

（１） 受診券は複写式（２枚１組）になっていますので、健康診査１回に１組ずつ切り取っ

て使用してください。 

（２）受診券は 1回目から順に使用してください。ただし、４回目と８回目は、使用の順番

が前後してもかまいません。（妊娠中期の検査と、妊娠後期の検査を想定した金額設定

としております。） 

（３）受診券及び追加補助券は、現金との引き換えや、払い戻しはできません。また、ご本人

のみの使用に限ります。 

（４）健診費用の総額が、受診券の金額未満のときには使用できません。 

（５）「追加補助券」は、単独で使用できません。１回目から１４回目までの受診券と一緒に

利用してください。妊婦健診費用の総額を超えての使用はできませんが、妊婦健診費

用総額を超えない範囲であれば、何枚でも利用可能です。なお、多胎用の補助券（１５

回目から１９回目）には使用できませんのでご注意ください。 

（６） 受診券の「健康診査実施機関記入欄」については、実施した検査項目、診査結果、市

町村への連絡事項にチェックし、実施年月日と実施機関名の記入をお願いします。 

（７）受診券での健診を希望される方については、住民票が平塚市にあることをご確認の上、

健診を実施してください。市外に転出された方は、その日以降はご利用いただけませ

ん。受診後に住所地が違うことが判明した場合、支払いができなくなりますのでご注

意ください。 

（８）平塚市では、妊婦健康診査の費用の支払い事務を神奈川県産科婦人科医会に委託して

います。支払い請求及び問合せは神奈川県産科婦人科医会にご連絡ください。詳しく

は、神奈川県産科婦人科医会のホームページをご覧ください。 

（９）神奈川県産科婦人科医会未加入の医療機関や助産院で受診した場合や、健診費用の総

額が受診券の金額未満の場合は、償還払い（払い戻し）での対応になります。申請期間

は最終妊婦健診受診日から 1年以内です。申請には領収書及び明細書が必要になりま

すので、保管していただくように妊婦さんにご説明をお願いします。償還払いについ

ての詳細は『平塚市母子健康手帳別冊』、または市ウェブサイトに掲載しています。 
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４ 新様式「受診券」の記入について 

・新様式は、令和８年７月１日以降に妊娠届出をされた方に配布します。 

・新様式は、母子健康手帳別冊（ピンク色の表紙）に綴られています。 

・健康診査実施機関記入欄（点線で囲んだ部分）について、ご記入をお願いいたします。 

・実施した検査項目、診査結果、市町村への連絡事項へのチェックと、実施年月日と実施

機関名及び所在地を記入していただきますようお願いいたします。 

 

＜例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※帳票サイズはＢ６規格（128mm × 182mm）、１組２枚の複写式となります。  

SAMPLE 
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５ 新様式「追加補助券」の記入について 

・新様式は、令和８年７月１日以降に妊娠届出をされた方に配布します。 

・新様式は、母子健康手帳別冊（ピンク色の表紙）の中に綴られています。 

・実施機関記入欄（点線で囲んだ部分）について、実施機関名及び所在地と、何回目の受診

券とセットで使用したかを記入していただきますようお願いいたします。 

 

※令和８年６月３０日までに妊娠届出をされる方には、現行の様式（複写式ではないもの）

を配布します。現行の様式は、「母子健康手帳別冊（白色の表紙）」の中には綴られておら

ず、「追加補助券だけの冊子」として配布していますのでご留意ください。 

 

＜例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※帳票サイズはＢ６規格（128mm × 182mm）１組２枚の複写式となります。 

SAMPLE 

 


